
北海道留萌海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

増さけ定第１号 有限会社共栄水産 増毛郡増毛町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

増さけ定第２号 有限会社宝光水産 増毛郡増毛町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

増さけ定第３号 有限会社宝光水産 増毛郡増毛町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

増さけ定第４号 有限会社幸洋水産 増毛郡増毛町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

増さけ定第５号 有限会社共栄水産 増毛郡増毛町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

留さけ定第１号 有限会社祐川商店 留萌市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小平さけ定第１号 丸共水産株式会社 留萌郡小平町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羽さけ定第１号 古川克弘 苫前郡羽幌町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

羽さけ定第２号 金丸大二 苫前郡羽幌町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

初さけ定第１号 有限会社丸金岩田水
産

苫前郡初山別村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



初さけ定第２号 有限会社丸金岩田水
産

苫前郡初山別村地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

遠さけ定第１号 大村義昭ほか1名 天塩郡遠別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

天さけ定第１号 前山義彦ほか9名 天塩郡天塩町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

幌延さけ定第１号 菅井好文ほか3名 天塩郡幌延町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

幌延さけ定第２号 白井敦ほか1名 天塩郡幌延町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

幌延さけ定第３号 前山義彦ほか9名 天塩郡幌延町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月３０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５) ８月３０日から９月２日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１１月３０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

留ひらめ定第１号 有限会社祐川商店 留萌市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 ひらめ定置漁業 ４月５日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ９月１日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけが漁獲されたときは、直ちに海中に戻さなければなりません。




































